
２　補助事業
（１）民有林補助治山事業

市町村名 地区名
ちくめい

1 青森県 水源森林総合整備 平川市 浅瀬
あ せ

石川
いしがわ

青森県

2 青森県 地すべり防止 青森市 王余魚沢
かれいざわ

青森県

3 山形県 地すべり防止 大蔵村 折渡
おりわたり

山形県

4 福島県 地すべり防止 喜多方市 抜
ぬけ

戸
ど

福島県

5 福島県 海岸防災林造成 いわき市 下
しも

長沢
ながさわ

福島県

6 石川県 水源森林総合整備 白山市 大道
おおみち

谷
だに

石川県

7 山梨県 地域防災対策総合治山 身延町 大
おお

城
じろ

山梨県

8 岐阜県 水源地域森林総合整備 中津川市 丸
まる

野
の

岐阜県

9 和歌山県 自然環境保全治山 田辺市 龍神
りゅうじん

和歌山県

10 和歌山県 水源森林総合整備 田辺市 中辺路
なかへじ

和歌山県

11 和歌山県 地すべり防止 田辺市 一里
いちり

石
いし

和歌山県

12 大分県 地域防災対策総合治山 日田市 栃
とち

野
の

大分県

平成２０年度　完了後の評価実施地区一覧表

事業実施主体
整理
番号

都道府県名 事業区分
事業実施地区名



整　理　番　号

事　　　業　　　名

地　　　区　　　名

関 係 市 町 村 名

事 業 実 施 期 間 平成 3 年 ～ 平成 14 年 （ 12 年間) 5

事 業 の 概 要

千円
千円

② 事業効果の発現
   状況

③ 事業により整備
　 された施設の管理
   状況

④ 事業実施による
   環境の変化

⑤ 社会経済情勢の
   変化

⑥ 今後の課題等

2.38

　森林整備及び治山施設の整備により、事業実施区域内の渓流の流量の安定化、濁り水の低下、
水質の向上が図られた。また、事業完了後は豪雨の際にも崩壊地の発生及び土砂の流出は確認さ
れていない。

　設置した施設については、管理主体である青森県により良好な状態で管理されている。

　当地区は重要な水源流域であり、水源かん養機能及び、国土保全効果を長期にわたって発揮さ
せるため、今後とも適切な森林整備を推進し、健全な森林を維持していく必要がある。

　事業実施により、渓岸に植生が回復し、本数調整伐を実施した箇所については、林床に下層植
生の侵入が見られるなど森林全体の保安林機能の維持・増進が図られている。また、複層林造成
した森林は皆伐を制限し、長年森林としての機能を維持できるように施業を計画している。

　当地区の下流には浅瀬石川ダムがあり、広範囲にわたり上水道や農業用水に寄与している。今
後も下流域の水がめとして重要な役割を担っており、事業実施により水質保全が確保され安定し
た水供給がなされているが、社会経済情勢に大きな変化は見られない。
　　　　　※給水等　かんがい用水（水田7,700ha）、上水道（5市3町1村、約36万人）
　　　　　　　　　　水力発電（17,100kw）

　主な保全対象：人家83戸、公共施設1戸、農地90ha

完 了 後 の 評 価 個 表

青森県

浅瀬石川（あせいしがわ）

都道府県名

事業実施主体

黒石市、平川市

青森県

青森県

民有林治山事業
（水源森林総合整備）

6,402,603
2,688,565

１－１

管理主体

　当地区は、浅瀬石川左支川梨木沢、二庄内川、深川沢等を含む4,716haの区域で、洪水調節の治
水面と、下流域２市６町２村（当時）の約7,700haの潅漑用水及び３市６町２村（当時）に対する
都市用水の供給等利水面を目的とする多目的ダムである浅瀬石川ダム上流域に位置している。
　林況は、針葉樹のスギ、アカマツ等の人工林63%、広葉樹天然林が37%となっているが、林業を
めぐる厳しい情勢から森林整備が立ち後れ、そのため粗悪森林が目立つなど森林機能の劣化が進
行し、早急な森林整備が必要とされていた。また、山腹崩壊、渓岸侵食による林地荒廃が急速に
進行しており、浅瀬石川ダムへ流入する土砂量が増大してきたことから、事業を実施し、保安林
機能の向上を図ったものである。
　
　主な実施内容：荒廃森林の整備 207.4ha、治山ダム工等 21基
　　　　　　　　山腹工 0.24ha、路網の整備 3,106m
　総事業費　　：1,781,700千円

年完了後経過年数

　当事業の採択当時には、事業評価制度導入されておらず費用対効果分析を行っていない。な
お、平成20年度時点における費用対効果分析の結果は以下のとおりである。① 費用対効果分析の

　 算定基礎となった
   要因の変化 総　便　益　 （Ｂ）

分析結果　（Ｂ/Ｃ）
総　費　用　 （Ｃ）



整　理　番　号

評価結果

・必要性：　水資源の確保と国土の保全等の観点から水源のかん養が求められる地域であり、
　　　　　荒廃地の復旧整備や森林の整備等が求められるところであることから、事業の必要
　　　　　性が認められる。

・効率性：　事業の実施に当たっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的工種・工法で実施
　　　　　しており、コスト縮減に努めたことから、事業の効率性が認められる。

・有効性：　健全な森林が形成されることにより、土砂流出等の保安林機能の低下防止が図ら
　　　　　れ災害の防止や水源のかん養等が見込まれるところであり、事業の有効性が認めら
　　　　　れる。

１－２



整理番号 1

事業名：水源森林総合整備事業 　 青森県
施行箇所：浅瀬石川地区 （単位：千円）

評価額

871,040

流域貯水便益 320,121

水質浄化便益 428,117

4,783,325

6,402,603

2,688,565

6,402,603

2,688,565

中　区　分

便　益　集　計　表

大　区　分

（治山事業）

備　　考

総　費　用　（C)

費用便益比 B÷C　＝ ＝ 2.38

洪水防止便益

水源かん養便益

災害防止便益 山地災害防止便益

総　便　益　（B)



整　理　番　号

事　　　業　　　名

地　　　区　　　名

関 係 市 町 村 名

事 業 実 施 期 間 昭和 54 年 ～ 平成 14 年 （ 24 年間) 5

事 業 の 概 要

千円
千円

② 事業効果の発現
   状況

③ 事業により整備
　 された施設の管理
   状況

④ 事業実施による
   環境の変化

⑤ 社会経済情勢の
   変化

⑥ 今後の課題等

完 了 後 の 評 価 個 表
２－１

民有林治山事業
（地すべり防止）

都道府県名 青森県

王余魚沢（かれいざわ） 事業実施主体 青森県

青森市 管理主体 青森県

完了後経過年数 年

　当地区は、昭和52年８月上旬の集中豪雨により、浪岡川に面した急斜面数か所に地すべり性の
崩壊が発生したため、地域一体256haを地すべり防止区域に指定して地すべり防止工事を実施し、
国土の保全を図った。
　また、平成２年に地すべりの兆候がみられた周辺部分について地すべり防止区域の追加指定を
行い、地すべり防止のために一体的に対策工を実施した。

　主な事業内容：治山ダム 6基 　護岸工 639.2m 　山腹工1.54ha　 ボーリング工 279本
             　 集水井工 11基　 水路工4,191.0m
　総事業費　　：1,745,400千円

① 費用対効果分析の
　 算定基礎となった
   要因の変化

　当事業の採択当時には、事業評価制度導入されておらず費用対効果分析を行っていない。な
お、平成20年度時点における費用対効果分析の結果は以下のとおりである。

総　便　益　 （Ｂ） 4,383,487
総　費　用　 （Ｃ） 3,425,564
分析結果　（Ｂ/Ｃ）

　地すべり対策工事の実施により、事業実施区域の地下水位の低下、渓流の安定化が図られた。
　事業終了後も地すべり活動によるクラックや崩壊等は発生していない。

　設置した施設については、管理主体である青森県により良好な状態で管理されている。

　事業の実施により、崩壊地の復旧・安定化が確保され、荒廃地の植生が回復し、森林環境の維
持増進が図られた。

　当該地域の下流域には王余魚沢集落があり、人家や農地、生活道等重要な保全対象があること
から、土砂災害を未然に防止し、安全・安心な生活基盤を確保することが求められているが、社
会経済情勢に大きな変化は見られない。

　主な保全対象：人家57戸、公共施設1戸、農地16ha、県道1,000m、市道5,000m、養魚場

1.28

　国土保全効果を長期にわたって発揮させるため、適切な維持管理を行うとともに、災害発生時
には速やかな対策工実施が必要である。また、危険箇所を早期に把握するなど災害に対する警戒
態勢を強化し、被害を未然に防止する必要がある。



整　理　番　号

評価結果

２－２

・必要性：　地すべり活動の状況を踏まえ、放置すれば土砂の流出等によって、下流域の保全対
　　　　　象に被害を及ぼすおそれがあったことから、事業の必要性が認められる。
・効率性：　対策工の計画に当たっては、地すべり活動の状況を把握しながら対策を実施する
　　　　　必要があるが、現地に応じた最も効果的かつ効率的な工種・工法で実施しており、
　　　　　事業の有効性が認められる。
・有効性：　事業の実施により、地すべり活動が抑制され、斜面の安定等により、下流域の保全
　　　　　が図られており、事業の有効性が認められる。



整理番号 2

事業名：地すべり防止事業 　 青森県
施行箇所：王余魚沢地区 （単位：千円）

評価額

4,383,487

4,383,487

3,425,564

4,383,487

3,425,564
費用便益比

総　便　益　（B)

総　費　用　（C)

B÷C　＝ ＝ 1.28

災害防止便益 山地災害防止便益

便　益　集　計　表
（治山事業）

大　区　分 中　区　分 備　　考



整　理　番　号

事　　　業　　　名

地　　　区　　　名

関 係 市 町 村 名

事 業 実 施 期 間 昭和 53 年 ～ 平成 14 年 （ 25 年間) 5

事 業 の 概 要

千円
千円

② 事業効果の発現
   状況

③ 事業により整備
　 された施設の管理
   状況

④ 事業実施による
   環境の変化

⑤ 社会経済情勢の
   変化

⑥ 今後の課題等

評価結果

完 了 後 の 評 価 個 表
３

民有林治山事業
（地すべり防止）

都道府県名 山形県

完了後経過年数 年

　当地区は、山形県新庄市の南西約20kmの所にあり、赤松川支流古水川左岸に位置している。地
質は、新第三紀中新世の野口層に属する泥岩・砂岩、凝灰岩の互層と、その上に不整合に第四紀
の肘折火砕流堆積物（シラス）が覆っている。
　昭和25年に大規模な地すべりが発生し古水川が埋没したため、対策工事として集水井工等を施
工している。
　その後は小康状態を保っていたが、昭和53年4月の融雪時に地すべり防止区域内における水田に
変状が発生し、人家・農地保全及び付近住民の安全を守るため、地すべり防止工事を着手した。
　また、昭和55年3月の融雪時に村道に亀裂が発生したが、計画内であったため、併せて対策工を
実施した。

　主な事業内容：治山ダム工 9基 　土留工 3基　 排水ﾄﾝﾈﾙ工 878m 　集水井工 2基
                杭打工46本　 暗渠工等
　総事業費：1,713,372千円

　当事業の採択当時には、事業評価制度導入されておらず費用対効果分析を行っていない。な
お、平成20年度時点における費用対効果分析の結果は以下のとおりである。

折渡（おりわたり） 事業実施主体 山形県

大蔵村 管理主体 山形県

・必要性：　地すべり活動の状況を踏まえ、放置すれば土砂の流出等によって、下流域の保全対
　　　　　象に被害を及ぼすおそれがあったことから、事業の必要性が認められる。
・効率性：　対策工の計画に当たっては、地すべり活動の状況を把握しながら対策を実施するた
　　　　　め、毎年度、工種の見直しが必要となるが、現地に応じた最も効果的かつ効率的な工
　　　　　種・工法で実施しており、事業の有効性が認められる。
・有効性：　事業の実施により、地すべり活動が抑制され、斜面の安定等により、下流域の保全
　　　　　が図られており、事業の有効性が認められる。

　荒廃していた渓流が治山ダム工等を施工したことにより安定し土砂の流出が減少した。また、
融雪・豪雨等の際、排水トンネル工等の施工により地下水位が低下しているため、地表の変状は
見られず地すべり防止に効果を発揮している。

　施工した治山施設は、管理主体である山形県により良好な状態で管理されている。

　治山ダム工等により土砂の流出が減少した。また、排水トンネル工等により地表の変状が収ま
り、安全・安心が確保されている。

　防止区域の近隣集落では、社会経済情勢に大きな変化は見られない。

　主な保全対象：　人家６戸、村道500ｍ、農地21ｈａ、用水路800ｍ（灌漑面積19ｈａ）

　排水トンネル工等により、地表の変状は収まったが、集水井・排水トンネル等からの暗渠工
（集水ボーリング）の目詰等による機能低下が見受けられることから、機能回復のため、洗浄
ボーリング等を定期的に行うなど適正な維持管理が必要である。

① 費用対効果分析の
　 算定基礎となった
   要因の変化 総　便　益　 （Ｂ） 10,423,320

2.75
総　費　用　 （Ｃ） 3,788,676
分析結果　（Ｂ/Ｃ）



整理番号 3

事業名：地すべり防止事業 　 山形県
施行箇所：折渡地区 （単位：千円）

評価額

10,423,320

10,423,320

3,788,676

10,423,320

3,788,676

便　益　集　計　表
（治山事業）

大　区　分 中　区　分 備　　考

災害防止便益 山地災害防止便益

総　便　益　（B)

総　費　用　（C)

費用便益比 B÷C　＝ ＝ 2.75



整　理　番　号

事　　　業　　　名

地　　　区　　　名

関 係 市 町 村 名

事 業 実 施 期 間 昭和 54 年 ～ 平成 14 年 （ 24 年間) 5

事 業 の 概 要

千円
千円

② 事業効果の発現
   状況

③ 事業により整備
　 された施設の管理
   状況

④ 事業実施による
   環境の変化

⑤ 社会経済情勢の
   変化

⑥ 今後の課題等

４－１

福島県

完 了 後 の 評 価 個 表

喜多方市 管理主体 福島県

完了後経過年数 年

民有林治山事業
（地すべり防止）

都道府県名 福島県

抜戸（ぬけど） 事業実施主体

① 費用対効果分析の
　 算定基礎となった
   要因の変化

　当事業の採択当時には、事業評価制度導入されておらず費用対効果分析を行っていない。な
お、平成20年度時点における費用対効果分析の結果は以下のとおりである。

総　便　益　 （Ｂ） 6,828,793
総　費　用　 （Ｃ） 5,912,146
分析結果　（Ｂ/Ｃ） 1.16

　事業実施により、3ブロックとも地すべり活動の危険がなくなり、森林への回復が期待され、住
民生活の安全が確保された。
　また、完成後災害に該当する雨量及び2回の大きな地震(H16新潟県中越地震(震度4)、新潟県中
越沖地震(震度4))を経験しているが、新たな地すべり性の活動は確認されていない。

　本事業により整備した治山施設については、管理主体である福島県において適切に維持管理さ
れている。

　本事業により、ブロック移動及び表層の崩壊が止まり、森林造成が図られた。また、本事業実
施による環境への影響はほとんど見受けられない。

　当地すべりブロックの末端部には、JR磐越西線、主要地方道喜多方西会津線が並行して存在
し、本事業の完成により、沿線にある旧町村及び集落の重要な交通手段が確保されたばかりでな
く、下流域にある県営荻野漕艇場を利用する競技関係者も安心して通行できるようになった。

　保全対象：人家80戸　農地13ｈａ　県道2,200ｍ　村道300ｍ　鉄道1,200ｍ

　現在、本工事を実施したことにより、当地区は安定しているが地すべり防止施設の機能維持を
図るため、施設の維持管理が必要である。

　当地区は、喜多方市高郷町（旧耶麻郡高郷村）のほぼ中央上郷地内に位置し、一級河川阿賀川
の屈曲部に面している。当地すべり地の活動歴は古く、記録的には江戸時代まで遡ることがで
き、地名が示すように古くから地すべり活動を繰り返していた地区と考えられる。昭和54年には
旧滑落崖頭部の崩壊が存在し、当地区直下に、鉄道、県道、阿賀川、黄わだ集落、水田、畑地等
があり、規模の大きな地すべりが再活動した場合、山林はもとより重要保全対象に甚大な被害を
及ぼすことが懸念されるため、昭和54年当地区は地すべり防止区域に指定され、同年より防止工
事に着手した。当区域は大きく3ブロックに区分されるが、地区の中央に位置し、幅約200m、長さ
約600mの長大斜面をもち、防止区域内で最も地形異常（亀裂、陥没）が認められる（Ⅱ）ブロッ
クに対し主に工事を施工し、活動地全体の地すべり防止を図った。

　主な事業内容：集水井工 28基　 集排水ボーリング 296本 　法切工 24,926m3
                盛土工 23,393m3　 アンカー工 207本　 シャフト工 54基
　総事業費：3,079,000千円



整　理　番　号

評価結果

４－２

・必要性：　地すべり活動の状況を踏まえ、放置すれば土砂の流出等によって、下流域の保全対
　　　　　象に被害を及ぼすおそれがあったことから、事業の必要性が認められる。
・効率性：　対策工の計画に当たっては、地すべり活動の状況を把握しながら対策を実施するた
　　　　　め、毎年度、工種の見直しが必要となるが、現地に応じた最も効果的かつ効率的な工
　　　　　種・工法で実施しており、事業の有効性が認められる。
・有効性：　事業の実施により、地すべり活動が抑制され、斜面の安定等により、下流域の保全
　　　　　が図られており、事業の有効性が認められる。



整理番号 4

事業名：地すべり防止事業 　 福島県
施行箇所：抜戸地区 （単位：千円）

評価額

6,828,793

6,828,793

5,912,146

6,828,793

5,912,146
費用便益比 B÷C　＝

災害防止便益 山地災害防止便益

総　便　益　（B)

総　費　用　（C)

＝ 1.16

便　益　集　計　表
（治山事業）

大　区　分 中　区　分 備　　考



整　理　番　号

事　　　業　　　名

地　　　区　　　名

関 係 市 町 村 名

事 業 実 施 期 間 平成 元 年 ～ 平成 14 年 （ 14 年間) 5

事 業 の 概 要

千円
千円

② 事業効果の発現
   状況

③ 事業により整備
　 された施設の管理
   状況

④ 事業実施による
   環境の変化

⑤ 社会経済情勢の
   変化

⑥ 今後の課題等

評価結果

完 了 後 の 評 価 個 表
５

民有林治山事業
（海岸防災林）

都道府県名 福島県

下長沢（しもながさわ） 事業実施主体 福島県

いわき市 管理主体 福島県

① 費用対効果分析の
　 算定基礎となった
   要因の変化

　当事業の採択当時には、事業評価制度導入されておらず費用対効果分析を行っていない。な
お、平成20年度時点における費用対効果分析の結果は以下のとおりである。

総　便　益　 （Ｂ） 4,088,672
総　費　用　 （Ｃ） 3,426,732
分析結果　（Ｂ/Ｃ） 1.19

　潮害防備保安林の主林木であるクロマツは、マツクイムシ被害により年々減少しているため、
適切な森林造成が必要である。

完了後経過年数 年

　当地区は、いわき市北西部の双葉郡広野町より続く太平洋に面した崖海岸となっている。当地
区が面している久之浜海岸は、太平洋上から吹き付ける東風による波浪及び潮流の影響により、
年々崖海岸が後退し、当地区終点側（南側）に隣接する二級河川末続川の河口付近や、さらに南
側約2.5kmにある久之浜港の港内に生産土砂が堆積し、河川管理や港湾管理の障害となっている。
　また、当地区の崖海岸内陸側には、福島県浜通地方の重要幹線交通網である国道６号及びJR常
磐線が通り、また、当地区中央部には、いわき市の北部一帯を管轄するいわき市北部衛星セン
ターが存する等、海岸線の後退は地域及び浜通地方の住民生活及び経済に与える影響が甚大であ
るため、海岸線の侵食及び背後地森林を保護するため、根固工（消波ブロック）を設置した。

　主な事業内容：根固工（消波ブロック）　総施工延長 1,301.6m
　総事業費：2,121,000千円

　根固工（消波ブロック）を施行した結果、波浪や潮流による海岸侵食が軽減され、森林植生基
盤の流出が収まった。これにより、背後地森林及び森林背後地保全対象の潮害等の危険性が軽減
された。

　本事業により整備した治山施設については、管理主体である福島県において適切に維持管理さ
れている。

　事業実施により、波浪等による海岸侵食が防止された。なお、本事業実施による環境への影響
は見受けられない。

　事業実施により、波浪等による海岸侵食が防止され、森林の植生基盤が確保されたことによ
り、森林背後地の農地等保全対象が保護されたが、社会経済情勢に大きな変化は見られない。

　主な保全対象：人家８戸　農地６ｈａ　市道240ｍ　橋梁１橋

・必要性：　海岸線の侵食により、放置すれば後背地の保全対象に被害を及ぼすおそれがあった
　　　　　ことから、事業の必要性が認められる。
・効率性：　事業の実施に当たっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的工種・工法で実施し
　　　　　ており、コスト縮減に努めたことから、事業の効率性が認められる。
・有効性：　事業の実施により、海岸の波侵食が軽減され、海岸防災林が健全な状態に保たれ、
　　　　　潮害防備、塩害防備等の機能の向上が図られており、事業の有効性が認められる。



整理番号 5

事業名：海岸防災林事業 　 福島県
施行箇所：下長沢地区 （単位：千円）

評価額

炭素固定便益 10,525

気候緩和便益 130

飛砂軽減便益 241,577

風害軽減便益 241,577

霧害軽減便益 241,577

保健休養便益 1,877

963,397

潮害軽減便益 2,290,407

海岸浸食防止便益 97,605

4,088,672

3,426,732

4,088,672

3,426,732

環境保全便益

1.19

便　益　集　計　表
（治山事業）

大　区　分 中　区　分 備　　考

総　便　益　（B)

総　費　用　（C)

費用便益比 B÷C　＝ ＝

山地災害防止便益

災害防止便益



整　理　番　号

事　　　業　　　名

地　　　区　　　名

関 係 市 町 村 名

事 業 実 施 期 間 平成 8 年度～ 平成 14年度（ 7 年間) 5

事 業 の 概 要

千円
千円

② 事業効果の発現
   状況

③ 事業により整備
　 された施設の管理
   状況

④ 事業実施による
   環境の変化

⑤ 社会経済情勢の
   変化

⑥ 今後の課題等

完 了 後 の 評 価 個 表
６－１

民有林治山事業
（水源森林総合整備）

都道府県名 石川県

大道谷（おおみちだに） 事業実施主体 石川県

白山市 管理主体 石川県

① 費用対効果分析の
　 算定基礎となった
   要因の変化

　当事業の採択当時には、事業評価制度導入されておらず費用対効果分析を行っていない。な
お、平成20年度時点における費用対効果分析の結果は以下のとおりである。

総　便　益　 （Ｂ） 9,057,266
総　費　用　 （Ｃ） 2,070,054
分析結果　（Ｂ/Ｃ） 4.38

　今後も森林整備を推進し、山地災害防止を含む多面的な機能を発揮する森林に誘導していくと
ともに、保育管理等を引き続き行い重要な水源林として保安林機能が低下しないよう維持管理に
努める必要がある。

完了後経過年数 年

　当地区は、石川県南部の県最高峰白山を源流とする県下最大の一級河川手取川の上流に位置す
る。その水資源は、県都金沢市をはじめ七尾市以南の７市５町にまたがる県民の生活用水として
利用されているほか、工業、農業、発電の用水として多目的に利用されており、石川県民の重要
な水源地である。
　流域内の森林は、長年の林業不振等により放置された人工林や、積雪量が多く雪崩等の影響に
より成林しない荒廃森林が点在していた。また地形・地質は急峻で脆弱な砂岩や泥岩、凝灰岩に
より構成されているため荒廃した渓流が所々に存在しており、水源林として早急な整備が望まれ
ていた。
　このため、荒廃した渓流には治山ダムを施工し渓流を安定させ、また過密化等により林況が悪
化した森林の整備を行い、水源かん養機能の向上を図ること目的として事業を実施した。

　主な事業内容：谷止工 20基　 床固工 15基　 植栽工 33.2ha　 除伐枝落とし0.8ha
　総事業費：1,386,000千円

　荒廃渓流における不安定土砂の流出は、谷止工及び床固工の整備により抑止され、下流域への
土砂流出防止が図られた。また、荒廃した森林については、森林整備を実施したことにより水源
かん養機能の高い森林となってきている。
　さらに、事業完了後地元に対してアンケート調査を実施したところ、「土砂崩れや増水が減少
し、安心して生活できるようになった」や「簡易水道水の土臭がなくなり、安心して飲用できる
ようになった」などの回答が得られている。

　設置した施設については、管理主体である石川県により良好に維持管理されている。また施設
点検においては、市の積極的な協力体制を整え、適切に維持管理されている。

　渓間工により整備された渓流は、流出土砂が抑制されているほか、森林整備の実施により、針
広混交林化や多様な樹種構成への転換、過密化していた森林の林床に下層植生の進入・成長が見
られるなど、森林環境の維持向上が図られた。また、これらにより総体的な景観の向上が図られ
た。

　流域内の人口は徐々に増加しており、企業誘致等による下流域からの水需要の増加とともに水
質の維持・保全が求められ、水源林として引き続き重要視されている。
　また、当該地には白山への登山の拠点である白峰地区が存在しているため入込者が多く、環境
保全のほか森林浴などの保健休養機能に対するニーズが増している。
　主な保全対象：人家 385戸、工場 ６戸、農地 10ha、発電施設 ３戸、国県道 10,000m



整　理　番　号

評価結果

・必要性：　水資源の確保と国土の保全等の観点から水源のかん養が求められる地域であり、
　　　　　荒廃地の復旧整備や森林の整備等が求められるところであることから、事業の必要
　　　　　性が認められる。
・効率性：　事業の実施に当たっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的工種・工法で実施
　　　　　しており、コスト縮減に努めたことから、事業の効率性が認められる。
・有効性：　健全な森林が形成されることにより、土砂流出等の保安林機能の低下防止が図ら
　　　　　れ災害の防止や水源のかん養等が見込まれるところであり、事業の有効性が認めら
　　　　　れる。

６－２



整理番号 6

事業名：水源森林総合整備事業 　 石川県
施行箇所：大道谷地区 （単位：千円）

評価額

洪水防止便益 139,092

流域貯水便益 109,816

水質浄化便益 167,490

炭素固定便益 53,613

保健休養便益 27,711

8,559,544

9,057,266

2,070,054

9,057,266

2,070,054

便　益　集　計　表
（治山事業）

大　区　分 中　区　分 備　　考

総　費　用　（C)

水源かん養便益

環境保全便益

費用便益比 B÷C　＝ ＝ 4.38

災害防止便益 山地災害防止便益

総　便　益　（B)



整　理　番　号

事　　　業　　　名

地　　　区　　　名

関 係 市 町 村 名

事 業 実 施 期 間 平成 10年度～ 平成 14年度（ 5 年間) 5

事 業 の 概 要

千円
千円

② 事業効果の発現
   状況

③ 事業により整備
　 された施設の管理
   状況

④ 事業実施による
   環境の変化

⑤ 社会経済情勢の
   変化

⑥ 今後の課題等

評価結果

完 了 後 の 評 価 個 表
７

民有林治山事業
（地域防災対策）

都道府県名 山梨県

大城（おおじろ） 事業実施主体 山梨県

身延町 管理主体 山梨県

① 費用対効果分析の
　 算定基礎となった
   要因の変化

　当事業の採択当時には、事業評価制度導入されておらず費用対効果分析を行っていない。な
お、平成20年度時点における費用対効果分析の結果は以下のとおりである。

総　便　益　 （Ｂ） 5,698,660
総　費　用　 （Ｃ） 2,047,398
分析結果　（Ｂ/Ｃ） 2.78

　当地区の林野災害の発生を未然に防止するため、事業対象区域に設置した施設の維持管理及び
防災対策を適切に行っていく必要がある。

完了後経過年数 年

　当地区は、山梨県の南西、南巨摩郡身延町大城地区を流れる大城川の上流に位置する。下流部
には、大城、門野、相又下の集落があり、最下流部には南北に国道52号線が横切っている。
　地質は、新第三紀層及び古第三紀層で泥岩、凝灰岩、粘板岩及び千枚岩が基盤となり、川床に
は堆積層が基礎岩類を覆って分布している。
　流域内には、連年の豪雨により新生山腹崩壊や渓岸浸食が発生し、多量の不安定土石群が異常
に堆積していることから災害発生が懸念されていた。
　このため、山腹工を実施し土砂の発生源である山腹崩壊の早期緑化を図るとともに、渓間工に
よる山脚の固定、渓流の荒廃防止、不安定土砂の流出防止を図り、下流における総合的な防災保
全対策を実施した。

　主な実施内容：治山ダム工 17基　 流路工 123m　 山腹工 ２ha
　総事業費：1,477,807千円

　事業実施により山腹崩壊地等が復旧し、不安定土砂の流出が抑えられているとともに、新たな
山腹崩壊、渓岸侵食、下流域への土砂流出が減少していることから、事業の効果が発揮されてい
る。

　設置した施設については管理主体である山梨県により、良好な状況で管理されている。

　山腹崩壊地や荒廃渓流周辺部は森林を形成しつつあり、多様な森林の環境の形成に寄与してい
る。

　人家数、社会資本整備状況等の周辺地域の社会環境に大きな変化は無い。

　主な保全対象：人家127戸、国県道1,000m、農地10ha

・必要性：　台風等による山地荒廃の状況や、山腹崩壊等の災害の危険性並びに人家等の保全
　　　　　対象から、荒廃地の復旧が求められるところであり、事業の必要性が認められる。

・効率性：　対策工の計画にあたっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的な工種・工法で検
　　　　　討しており、事業実施にあたっても現地発生材を有効利用するなどコスト縮減にも努
　　　　　めていることから、事業の効率性が認められる。

・有効性：　当事業の実施により、渓流内の不安定土砂の安定化や落石等の抑止が行われ、下流
　　　　　域の保全が図られており、数回にわたり襲来した梅雨前線・台風等による新たな災害
　　　　　の発生もなく、地域の安全が確保されていることから、事業の有効性が認められる。



整理番号 7

事業名：地域防災対策総合治山事業 　 山梨県
施行箇所：大城地区 （単位：千円）

評価額

洪水防止便益 92,324

流域貯水便益 29,729

水質浄化便益 39,759

5,536,848

5,698,660

2,047,398

5,698,660

2,047,398

便　益　集　計　表
（治山事業）

大　区　分 中　区　分 備　　考

災害防止便益 山地災害防止便益

水源かん養便益

総　便　益　（B)

総　費　用　（C)

費用便益比 B÷C　＝ ＝ 2.78



整　理　番　号

事　　　業　　　名

地　　　区　　　名

関 係 市 町 村 名

事 業 実 施 期 間 平成 5 年度～ 平成 14年度（ 10 年間) 5

事 業 の 概 要

千円
千円

② 事業効果の発現
   状況

③ 事業により整備
　 された施設の管理
   状況

④ 事業実施による
   環境の変化

⑤ 社会経済情勢の
   変化

⑥ 今後の課題等

完 了 後 の 評 価 個 表
８－１

民有林治山事業
（水源森林総合整備）

都道府県名 岐阜県

丸野（まるの） 事業実施主体 岐阜県

中津川市 管理主体 岐阜県

① 費用対効果分析の
　 算定基礎となった
   要因の変化

　当事業の採択当時には、事業評価制度導入されておらず費用対効果分析を行っていない。な
お、平成20年度時点における費用対効果分析の結果は以下のとおりである。

総　便　益　 （Ｂ） 17,186,966
総　費　用　 （Ｃ） 4,658,019
分析結果　（Ｂ/Ｃ） 3.69

　地元住民からは、森林整備に対する要望の声が多く聞かれ、当地区は保安林率が61％（1,494ha
の内、915ha）と高いことから、今後も治山事業等による適切な森林整備を計画的に実施していく
必要がある。

完了後経過年数 年

　当地区は、中津川市中心部から北約15kmに位置し、当該地区を縦断する川上川は、地域の生活
用水・農業用水等の重要な水源地域となっている。
　当地区は、阿寺断層が東西に縦断しており、急峻かつ脆弱な地質のため崩壊地が多数分布して
おり、降雨の度に下流へ土砂が流出していた。また、平成5年7月の局所的な豪雨により土砂が流
出し、下流の林道が被災した。
　このため、土砂流出の防止、水源かん養機能の向上を主な目的として、渓間工や山腹工の施工
及び荒廃森林の整備を実施した。

　主な事業内容：渓間工 45基　 山腹工 4.9ha　 森林整備 987.4ha　 保安林管理道 2,266m
　総事業費：2,871,499千円

　荒廃地の整備により、川上川は以前に比べ出水時の濁りが少なく、濁りの治まるのも早くな
り、水資源の安定確保に寄与している。
　また、事業完了後、平成5年の災害発生時の降雨量を超える雨量を観測したが、土砂の流出等、
山地に起因する災害は発生していない。
　災害発生時（H5.7）   時間雨量35mm/h
　事業完了後（H17.8）　時間雨量39mm/h
　事業完了後（H18.7）　時間雨量38mm/h　※地区内の観測所

　本事業により整備した治山施設については、岐阜県により適切に管理されている。
　また、岐阜県緑の点検パトロール事業により定期的に点検されている。

　事業実施により山腹崩壊地の復旧及び渓流の安定が図られ、導入あるいは侵入した植生も順調
に育っている。

　当該地区は最寄りの中津川I.Cから30分とアクセスも良いことから、周辺の観光施設との相乗効
果により地元のみならず東海地方各地から水遊び場としてのニーズ・人気共に高いフィールドと
なっている。事業実施によって川の濁りが少なくなったこともあり、近年では水遊びなどに来る
観光客が増加している。

・主な保全対象：家屋311戸、市道　25,600m、林道　32,900m、農道　7,500m



整　理　番　号

評価結果

・必要性：　水資源の確保と国土の保全等の観点から水源のかん養が求められる地域であり、
　　　　　荒廃地の復旧整備や森林の整備等が求められるところであることから、事業の必要
　　　　　性が認められる。
・効率性：　事業の実施に当たっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的工種・工法で実施
　　　　　しており、コスト縮減に努めたことから、事業の効率性が認められる。
・有効性：　健全な森林が形成されることにより、土砂流出等の保安林機能の低下防止が図ら
　　　　　れ災害の防止や水源のかん養等が見込まれるところであり、事業の有効性が認めら
　　　　　れる。

８－２



整理番号 8

事業名：水源地域森林総合整備事業 　 岐阜県
施行箇所：丸野地区 （単位：千円）

評価額

洪水防止便益 1,218,958

流域貯水便益 368,353

水質浄化便益 492,621

15,107,034

17,186,966

4,658,019

17,186,966

4,658,019

便　益　集　計　表
（治山事業）

大　区　分 中　区　分 備　　考

災害防止便益 山地災害防止便益

水源かん養便益

総　便　益　（B)

総　費　用　（C)

費用便益比 B÷C　＝ ＝ 3.69



整　理　番　号

事　　　業　　　名

地　　　区　　　名

関 係 市 町 村 名

事 業 実 施 期 間 平成 5 年度～ 平成 14年度（ 10 年間) 5

事 業 の 概 要

千円
千円

② 事業効果の発現
   状況

③ 事業により整備
　 された施設の管理
   状況

④ 事業実施による
   環境の変化

⑤ 社会経済情勢の
   変化

⑥ 今後の課題等

評価結果

完 了 後 の 評 価 個 表
９

民有林治山事業
（自然環境保全治山）

都道府県名 和歌山県

龍神（りゅうじん） 事業実施主体 和歌山県

田辺市 管理主体 和歌山県

① 費用対効果分析の
　 算定基礎となった
   要因の変化

　当事業の採択当時には、事業評価制度導入されておらず費用対効果分析を行っていない。な
お、平成20年度時点における費用対効果分析の結果は以下のとおりである。

総　便　益　 （Ｂ） 3,917,681
総　費　用　 （Ｃ） 1,863,886
分析結果　（Ｂ/Ｃ） 2.10

　今後も、治山施設、保安林管理道の維持管理や、森林整備をおこない保安林機能が低下しない
よう適切な維持管理をおこなう。

完了後経過年数 年

　当地区は、和歌山県の中部、２級河川日高川の上流に位置し、椿山ダム及び下流域約４万人の
水源地となっている。事業対象面積の約55%が高野龍神国定公園に指定されており、四季を通じて
レジャー目的の入渓者（釣り人等）が多いが、度重なる豪雨により山腹崩壊や渓岸浸食が進み、
その崩土流出により景観が阻害され、魚類の生息する渓流の荒廃が著しく進行している状態で
あった。
　このため、自然環境に配慮した治山ダムを階段状に配置した渓間工を主とし、渓岸浸食、崩土
流出を抑止すると共に、山腹工により崩土発生源を復旧し、下流流域の安全の確保及び自然環境
の保全を図った。

　主な実施内容：谷止工 12基　 床固工 30基　 護岸工 604m　 山腹工 1.8ha
                保安林管理道 1,784m
　総事業費：1,251,298千円

　渓間工を設置したことで山脚が固定され、豪雨等による渓流からの土砂流出が抑止され、渓流
の荒廃を防止している。また、山腹崩壊地が復旧したことにより自然環境の保全が図られてい
る。

　設置した施設については、管理主体である和歌山県により適切に管理されている。

　渓間工や山腹工を実施したことにより、荒廃渓流や崩壊地からの崩土流出の抑止が図られ、渓
流の環境が向上している。

　当地区において、社会経済情勢に大きな変化は見られない。

　主な保全対象：人家２戸、国県道5,000m、林道8,000m

・必要性：　水資源の確保と国土の保全等の観点から水源のかん養が求められる地域であり、
　　　　　荒廃地の復旧整備や森林の整備等が求められるところであり、事業の必要性が認め
　　　　　られる。
・効率性：　事業の実施に当たっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的工種・工法で実施
　　　　　しており、コスト縮減に努めたことから、事業の効率性が認められる。
・有効性：　健全な森林が形成されることにより、土砂流出等の保安林機能の低下防止が図ら
　　　　　れ災害の防止や水源のかん養等が見込まれるところであり、事業の有効性が認めら
　　　　　れる。



整理番号 9

事業名：自然環境保全治山事業 　 和歌山県
施行箇所：龍神地区 （単位：千円）

評価額

洪水防止便益 474,791

流域貯水便益 226,760

水質浄化便益 303,260

2,912,870

3,917,681

1,863,886

3,917,681

1,863,886

便　益　集　計　表
（治山事業）

大　区　分 中　区　分 備　　考

災害防止便益 山地災害防止便益

水源かん養便益

総　便　益　（B)

総　費　用　（C)

費用便益比 B÷C　＝ ＝ 2.10



整　理　番　号

事　　　業　　　名

地　　　区　　　名

関 係 市 町 村 名

事 業 実 施 期 間 平成 3 年度～ 平成 14年度（ 12 年間) 5

事 業 の 概 要

千円
千円

② 事業効果の発現
   状況

③ 事業により整備
　 された施設の管理
   状況

④ 事業実施による
   環境の変化

⑤ 社会経済情勢の
   変化

⑥ 今後の課題等

評価結果

完 了 後 の 評 価 個 表
１０

民有林治山事業
（水源森林総合整備事業）

都道府県名 和歌山県

中辺路（なかへじ） 事業実施主体 和歌山県

田辺市 管理主体 和歌山県

① 費用対効果分析の
　 算定基礎となった
   要因の変化

　当事業の採択当時には、事業評価制度導入されておらず費用対効果分析を行っていない。な
お、平成20年度時点における費用対効果分析の結果は以下のとおりである。

総　便　益　 （Ｂ） 13,694,209
総　費　用　 （Ｃ） 4,047,996
分析結果　（Ｂ/Ｃ） 3.38

　今後も、本数調整伐などの森林整備を推進し、水源かん養、土砂流出防止をはじめとする多面
的な機能を発揮する森林に誘導していくとともに、保安林機能が低下しないよう適切な維持管理
が必要である。

完了後経過年数 年

  当地区は、和歌山県のほぼ中央部、2級河川富田川の上流部、並びに２級河川日置川水系及び１
級河川熊野川水系の上流部に位置する。富田川流域では、田辺市（旧大塔村）、上富田町、白浜
町の水源地であり、日置川流域では、田辺市（旧大塔村）の合川ダム、熊野川流域では、田辺市
（旧本宮町）の湯の峰温泉,渡瀬温泉及び熊野古道を中心とした観光地があるなど、水源地として
の役割は大きい。
　このような中、近年の林業不振等により当概地区の森林は手入れが不十分となっており、荒廃
した森林からは表土が流出し、また山腹崩壊や渓岸侵食が多数発生していたため、荒廃渓流及び
山腹崩壊地の復旧、森林整備を実施し水源かん機能をはじめとする保安林機能の向上を図るため
事業を実施した。

　主な実施内容：谷止工 63基　 床固工 37基　 護岸工 3,135m　 山腹工 ４ha
　　　　　　　　本数調整伐 1,332ha　 下層木植栽 ９ha
　総事業費：2,602,890千円

　荒廃渓流において谷止工及び床固工の整備、山腹崩壊地の復旧により、下流域への土砂流出の
抑止が図られた。また、荒廃した森林については、森林整備を実施したことにより林床植生が回
復するなど水源かん養や土砂流出防止等、保安林機能の高い森林となった。

　設置した施設については、管理主体である和歌山県により適切に管理されている。

　渓間工や山腹工を実施したことにより、下流域への土砂流出の抑止が図られており、豪雨時な
どの道路等への被害も軽減された。また、整備された森林は下層植生の進入により表土流出を抑
止するとともに、健全に生育し、水源かん養、土砂流出防止等の保安林機能が向上した。

　平成16年7月に熊野古道が世界遺産（文化的景観）に登録され、当該地域を訪れる観光客が増加
したことにより周辺環境の保全に加え、安定した水供給と水質の維持・保全が引き続き求められ
ている。

　主な保全対象：人家21戸、県国道12,000m、市道6,000m、林道12,000m

・必要性：　水資源の確保と国土の保全等の観点から水源のかん養が求められる地域であり、
　　　　　荒廃地の復旧整備や森林の整備等が求められるところであることから、事業の必要
　　　　　性が認められる。
・効率性：　事業の実施に当たっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的工種・工法で実施
　　　　　しており、コスト縮減に努めたことから、事業の効率性が認められる。
・有効性：　健全な森林が形成されることにより、土砂流出等の保安林機能の低下防止が図ら
　　　　　れ災害の防止や水源のかん養等が見込まれるところであり、事業の有効性が認めら
　　　　　れる。



整理番号 10

事業名：水源森林総合整備事業 　 和歌山県
施行箇所：中辺路地区 （単位：千円）

評価額

洪水防止便益 4,297,056

流域貯水便益 1,337,469

水質浄化便益 1,788,678

6,271,006

13,694,209

4,047,996

13,694,209

4,047,996

便　益　集　計　表
（治山事業）

大　区　分 中　区　分 備　　考

災害防止便益 山地災害防止便益

水源かん養便益

総　便　益　（B)

総　費　用　（C)

費用便益比 B÷C　＝ ＝ 3.38



整　理　番　号

事　　　業　　　名

地　　　区　　　名

関 係 市 町 村 名

事 業 実 施 期 間 平成 3 年度～ 平成 14年度（ 12 年間) 5

事 業 の 概 要

千円
千円

② 事業効果の発現
   状況

③ 事業により整備
　 された施設の管理
   状況

④ 事業実施による
   環境の変化

⑤ 社会経済情勢の
   変化

⑥ 今後の課題等

評価結果

完 了 後 の 評 価 個 表
１１

民有林治山事業
（地すべり防止）

都道府県名 和歌山県

一里石（いちりいし） 事業実施主体 和歌山県

田辺市 管理主体 和歌山県

① 費用対効果分析の
　 算定基礎となった
   要因の変化

　当事業の採択当時には、事業評価制度導入されておらず費用対効果分析を行っていない。な
お、平成20年度時点における費用対効果分析の結果は以下のとおりである。

総　便　益　 （Ｂ） 2,793,300
総　費　用　 （Ｃ） 1,714,697
分析結果　（Ｂ/Ｃ） 1.63

　現在、本事業を実施したことで当地区の地すべり滑動は小康状態であるが、今後、必要に応じ
て調査を行うと共に、地すべり防止施設の機能維持を図るため引き続き施設の維持管理が必要で
ある。

完了後経過年数 年

  当該地区は、和歌山県のほぼ中央部、２級河川日置川の上流に位置し、断層滑動（本宮断層
等）の影響を受け、破砕した風化岩層が分布しており脆弱な地形である。
　平成2年の台風19号とその後の秋雨前線の降雨を契機に、中腹部の林道鴨折線の陥没や既設水路
工の破損が激しくなり、活発な地すべり活動が確認されたため、これに対処すべく平成３年度よ
り地すべり防止事業を実施した。

　主な事業内容：集水井工 12基　 杭打工 85本　 アンカー工 45本
　総事業費：1,031,059千円

　事業実施により新たな地すべり活動は確認されず、平成２年当時の地すべりにより顕著な動き
を示した中腹部の林道鴨折線の路面にも新たなひび割れ等の被害はなく、住民生活の安全が確保
されている。

　設置した施設については、管理主体である和歌山県により適切に管理されている。

　杭打工、集水井工、ｱﾝｶｰ工の他、水路工が主体であり、スギ等の造林木を伐採したため林地の
改変はしたものの、森林への回復は除々に図られつつあり、環境への影響はほとんど見受けられ
ない。

　平成16年7月に熊野古道が世界遺産（文化的景観）に登録され、下流の保全対象となる近露集落
を訪れる観光客が増加した。
　事業実施により当地区内の住民生活の安定が確保されるとともに、地すべり災害に対する地元
住民、地区の意識が高くなった。
　主な保全対象：人家42戸、国県道1,000m、市道1,000m、林道1,000m、農地７ha

・必要性：　地すべり活動の状況を踏まえ、放置すれば土砂の流出等によって、下流域の保全対
　　　　　象に被害を及ぼすおそれがあったことから、事業の必要性が認められる。
・効率性：　対策工の計画に当たっては、地すべり活動の状況を把握しながら対策を実施するた
　　　　　め、毎年度、工種の見直しが必要となるが、現地に応じた最も効果的かつ効率的な工
　　　　　種・工法で実施しており、事業の効率性が認められる。
・有効性：　事業の実施により、地すべり活動が抑制され、斜面の安定等により、下流域の保全
　　　　　が図られており、事業の有効性が認められる。



整理番号 11

事業名：地すべり防止事業 　 和歌山県
施行箇所：一里石地区 （単位：千円）

評価額

土砂流出防止便益 1,328,673

土砂崩壊防止便益 1,464,627

2,793,300

1,714,697

2,793,300

1,714,697

便　益　集　計　表
（治山事業）

大　区　分 中　区　分 備　　考

山地保全便益

総　便　益　（B)

総　費　用　（C)

費用便益比 B÷C　＝ ＝ 1.63



整　理　番　号

事　　　業　　　名

地　　　区　　　名

関 係 市 町 村 名

事 業 実 施 期 間 平成 9 年 ～ 平成 14 年 （ 6 年間) 5

事 業 の 概 要

千円
千円

② 事業効果の発現
   状況

③ 事業により整備
　 された施設の管理
   状況

④ 事業実施による
   環境の変化

⑤ 社会経済情勢の
   変化

⑥ 今後の課題等

完 了 後 の 評 価 個 表
１２－１

民有林治山事業
（地域防災対策）

都道府県名 大分県

大分県

日田市 管理主体 大分県

完了後経過年数 年

栃野（とちの） 事業実施主体

① 費用対効果分析の
　 算定基礎となった
   要因の変化

　当事業の採択当時には、事業評価制度導入されておらず費用対効果分析を行っていない。な
お、平成20年度時点における費用対効果分析の結果は以下のとおりである。

総　便　益　 （Ｂ） 9,949,497
総　費　用　 （Ｃ） 1,844,138
分析結果　（Ｂ/Ｃ） 5.40

　事業完了後において、梅雨前線・台風等による豪雨が数回にわたり発生したが、土砂流出、山
腹崩壊及び下流域での落石や洪水被害等の発生による、地区住民の生活基盤も脅かすこともなく
なた。また、森林の水土保全機能の回復も図られ、事業効果が十分発揮されている。

　定期的に巡視を行うとともに、必要に応じ県単独事業により維持・補修工事を実施するなど、
大分県により適切に管理されている。

　当地区内における山地災害危険地区の高危険度ランクの大部分が整備済みとなり、地区住民の
安心・安全な生活環境基盤が確保された。

　
　崩壊地に植生が回復し、かつての森林への機能回復が図られつつある。
　荒廃渓流が安定化し、渓流生態系の維持・回復が図られた。
　バスセンターや郵便局等の公共性の高い施設及び迂回路のない市道等の保全が図られた。

　主な保全対象：人家184戸、市道27,900m、農地36ha

　今後も整備した治山施設や森林の維持管理を適切に行っていく必要がある。

　当地区は、日田市南部の中津江村に位置する急峻な山岳地帯であり、平成３年の台風により黒
谷川上流部を中心に広範囲にわたり風倒木被害を受けた後、平成５年の梅雨前線豪雨が同地区に
広範囲な山腹崩壊を発生させ、渓流内に堆積した多量の土砂や流木がその後の豪雨等により流下
し、下流域の地区住民の安全を脅かす恐れがあったことから、緊急的に平成６年から８年にかけ
て、治山激甚災害対策特別緊急事業により応急的に復旧対策を行った。
　その後、激甚事業対象とならなかった箇所も含め、山腹崩壊地の復旧、山地災害の防止及び水
土保全機能の回復を図り、地区住民の安全・安心な生活環境基盤を確保することを目的に平成９
年度から事業に着手し、平成14年度までの６年間にわたり事業を実施した。

　主な事業内容：渓間工 39基　 山腹工 14ha　 森林整備 15ha
　総事業費：1,324,540千円



整　理　番　号

評価結果

１２－２

・必要性：　台風等による山地荒廃の状況や、山腹崩壊等の災害の危険性並びに人家等の保全
　　　　　対象から、荒廃地の復旧が求められるところであり、事業の必要性が認められる。
・効率性：　対策工の計画にあたっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的な工種・工法で検
　　　　　討しており、事業実施にあたっても現地発生材を有効利用するなどコスト縮減にも努
　　　　　めており、事業の効率性が認められる。
・有効性：　当事業の実施により、渓流内の不安定土砂の安定化や落石等の抑止が行われ、下流
　　　　　域の保全が図られており、数回にわたり襲来した梅雨前線・台風等による新たな災害
　　　　　の発生もなく、地域の安全が確保されており、事業の有効性が認められる。



整理番号 12

事業名：地域防災対策総合治山事業 　 大分県
施行箇所：栃野地区 （単位：千円）

評価額

洪水防止便益 310,257

流域貯水便益 96,139

水質浄化便益 128,573

環境保全便益 炭素固定便益 44,227

9,370,301

9,949,497

1,844,138

9,949,497

1,844,138

便　益　集　計　表
（治山事業）

大　区　分 中　区　分 備　　考

災害防止便益 山地災害防止便益

水源かん養便益

総　便　益　（B)

総　費　用　（C)

費用便益比 B÷C　＝ ＝ 5.40


	⑤-1 一覧表（補助治山）
	⑤-2 完了後個表（補助治山） 090324 
	⑤-3 便益集計表（補助治山）090310



